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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体の内部と外部とを連通する一つまたは複数の通気孔を有する内視鏡制御装置で
あって、
　通気孔の開口量を調整する開口量調整手段と、
　上記開口量調整手段により上記通気孔が閉じられたとき、上記装置本体の外部の温度に
応じて、上記内視鏡装置が有する機能のうち、上記装置本体内部において発熱を伴う機能
を制限する機能制限手段と、
　を具備することを特徴とする内視鏡制御装置。
【請求項２】
　さらに、粉塵の量を検出して粉塵検出信号を出力する粉塵検出手段を有し、
　上記開口量調整手段は、
　上記粉塵検出信号に基づいて上記通気孔の開口量を調整することを特徴とする請求項１
記載の内視鏡制御装置。
【請求項３】
　さらに、開口量調整信号を出力する開口量調整スイッチを有し、
　上記開口量調整手段は、
　上記開口量調整信号に基いて上記通気孔の開口量を調整することを特徴とする請求項１
記載の内視鏡制御装置。
【請求項４】
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　さらに、上記装置本体の外部の温度を検出し、外気温検出信号を出力する外気温検出手
段を有し、
　上記機能制限手段は、
　上記外気温検出信号に基づいて、上記内視鏡装置が有する機能のうち、上記装置本体内
部において発熱を伴う機能を制限することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか
一つに記載の内視鏡制御装置。
【請求項５】
　上記機能制限手段は、
　上記装置本体内部において発熱を伴う機能を、上記外気温検出信号に応じて機能ごとに
停止させることによって段階的に制限することを特徴とする請求項４に記載の内視鏡制御
装置。
【請求項６】
　装置本体の内部と外部とを連通する一つまたは複数の通気孔を有する内視鏡制御装置で
あって、
　通気孔の開口量を調整する開口量調整手段と、
　上記装置本体の外部の温度を検出し、外気温検出信号を出力する外気温検出手段と、
　上記外気温検出信号が閾値以上の場合、上記通気孔を閉じることができない旨を告知す
る告知手段と、
　上記外気温検出信号が閾値以上の場合、上記開口量調整手段により上記通気孔の開口量
を開いた状態にする制御手段と、
　を具備することを特徴とする内視鏡制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通気孔の開口量の制御と、機能の制限の制御を実行する内視鏡制御装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡装置は、例えば体腔内の臓器の観察を行い、必要に応じて処置具を用いて
治療処置を行う医療分野、また、ボイラ、タービン、エンジン、化学プラント等の内部の
傷、腐食等の観察、検査を行う工業分野、において幅広く用いられている。これら内視鏡
装置の中には、装置本体に、装置本体内部の温度上昇を防ぐための通気孔を有する内視鏡
装置がある。
【０００３】
　これらの内視鏡装置は、例えば粉塵等が多い場所において使用された場合、通気孔から
装置本体内部に粉塵等が侵入することがあった。この粉塵等の装置本体への侵入を防止す
るためには、装置本体を密閉構造にすることが好ましい。しかし、密閉構造の内視鏡装置
では、気温が高い場所において使用した場合、装置本体内部の温度が著しく上昇するため
、内視鏡装置が、誤作動、或いは故障してしまうという可能性がある。
【０００４】
　そこで、粉塵等が装置本体内部へ侵入するのを可能な限り軽減し、かつ、装置本体内部
の温度上昇を抑制する内視鏡処理支援装置が提案されている（例えば、特開平10-272090
号公報参照）。この内視鏡処理支援装置は、光源の使用時、或いは光源の使用後の温度上
昇時などにおいてのみ通気孔を開放させることを特徴としている。
【特許文献１】特開平10-272090号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の内視鏡処理支援装置においては、使用場所に存在する粉塵等の量
に関わらず、光源の使用時、或いは光源の使用後の温度上昇時には通気孔を開放するため
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、粉塵等が多い使用場所においては、装置本体内部への粉塵等の侵入を軽減しきれないと
いう問題を有していた。
【０００６】
　そこで本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、通気孔の開口量を制御し
、且つ、開口量の制御に伴う装置本体内部の温度上昇に応じて装置の機能を制限する制御
を行うことができる内視鏡制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明における内視鏡制御装置は、装置本体の内部と外部とを連通する一つまたは複数
の通気孔を有する内視鏡制御装置であって、通気孔の開口量を調整する開口量調整手段と
、上記開口量調整手段により上記通気孔が閉じられたとき、上記装置本体の外部の温度に
応じて、上記内視鏡装置が有する機能のうち、上記装置本体内部において発熱を伴う機能
を制限する機能制限手段と、を具備する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の内視鏡制御装置は、通気孔の開口量を制御し、且つ、開口量の制御に伴う装置
本体内部の温度上昇に応じて装置の機能を制限する制御を行うことができるため、装置本
体内部への粉塵等の侵入を軽減することができ、さらに、装置本体内部の温度上昇も低減
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の実施の形態における内視鏡装置について図を用いて説明する。　
　（第１の実施の形態）　
　以下に、第１の実施の形態における内視鏡装置について図１及び図２を用いて説明する
。　
　本実施の形態の内視鏡装置は、操作者が、装置本体内部において発生する温度上昇を防
ぐための通気孔を、内視鏡装置を使用する場所の粉塵又は水分等の量に応じて任意に開閉
することができるようにしたものである。さらに、本実施の形態の内視鏡装置は、装置本
体外部の温度に応じて通常観察モードと、機能制限モードとを切り替えることができるよ
うにしたものである。機能制限モードは、内視鏡装置が有する所定の機能を停止すること
によって、熱の発生源を停止させ、結果装置内部における温度上昇を抑制するモードであ
る。
【００１０】
　図１は内視鏡装置１００の概略構成のブロック図である。　
　図１に示すように内視鏡装置１００は、挿入部２と、内視鏡制御装置としての本体部３
と、表示部４と、リモートコントローラ５と、を有する。挿入部２は、湾曲部９を有し、
湾曲部９は、発光ダイオード（以下、LEDと略記）１０と、撮像素子１１と、対物光学系
１２と、を有する。挿入部２の基端部に接続される本体部３は、湾曲制御部１３と、LED
駆動部１４と、画像処理部１５と、画像保存再生部１６と、動作モード切替部１７と、メ
イン制御部１８と、通気孔１９と、通気孔開閉制御部２０と、扉２１と、温度検出部２２
と、を含んで構成される。メイン制御部１８と接続されるリモートコントローラ５は、動
作モード表示部６と、通気孔状態表示部７と、開閉切り替えスイッチ（以下、開閉切り替
えSWと略記）８と、を含んで構成される。
【００１１】
　内視鏡装置１００を操作する操作者は、リモートコントローラ５を用いて操作を行う。
このリモートコントローラ５は、図示しないスイッチ類、例えば挿入部２の先端部を湾曲
させるためのジョイスティック、LED１０を点灯させるためのLED点灯スイッチ、画像をズ
ームさせて表示させるスイッチ、静止画像を表示させるスイッチ、を有している。
【００１２】
　このリモートコントローラ５は、操作者の操作に応じた操作信号を出力する。この操作
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信号は、メイン制御部１８へ入力し、メイン制御部１８は、操作信号に応じた制御信号を
内視鏡装置１００の各部へ出力する。
【００１３】
　例えば、操作者が、リモートコントローラ５の図示しないジョイスティックを操作した
場合、リモートコントローラ５は、メイン制御部１８へその操作に応じた操作信号を出力
する。このメイン制御部１８は、入力された操作信号に基づいて、湾曲制御部１３へ制御
信号を出力する。湾曲制御部１３は、入力された制御信号に基づいて、湾曲部９へ湾曲信
号を出力する。湾曲部９は、入力された湾曲信号に応じて、挿入部２の先端部を湾曲させ
る。
【００１４】
　このようにして操作者は、挿入部２の先端部を自由に湾曲させることができる。この挿
入部２の先端部には、LED１０が配置されている。このLED１０は、LED駆動部１４から入
力されるLED駆動信号に基づいて発光し、被写体を照明する。
【００１５】
　照明された被写体からの反射光は、挿入部２の先端部に配置された対物光学系１２によ
って、撮像素子１１に結像される。
【００１６】
　撮像素子１１は、対物光学系１２によって結像された被写体像から撮像信号を出力する
。この撮像素子１１は、画像処理部１５から入力される撮像素子駆動信号に基づいて駆動
する。
【００１７】
　撮像素子１１から出力された撮像信号は、画像処理部１５へ入力する。この画像処理部
１５は、例えば、ガンマ補正処理、エッジ強調処理、デジタルズーム処理等の種々の画像
処理を行い、画像信号を出力する。
【００１８】
　出力された画像信号は、動作モード切替部１７へ入力する。詳細は後述するが、動作モ
ード切替部１７は、内視鏡装置１００の動作モードを通常観察モード、もしくは機能制限
モードへ切り替える。通常観察モードにおいては、動作モード切替部１７は、画像保存再
生部１６へ画像信号を出力する。機能制限モードにおいては、動作モード切替部１７は、
表示部４へ画像信号を出力する。
【００１９】
　画像保存再生部１６は、メイン制御部１８から入力した制御信号に基づいて、画像の保
存、もしくは再生を行う。画像保存再生部１６は、記憶機能を有しており、画像を保存す
る場合、入力した画像信号に基づいた画像データを圧縮して保存する。また、画像保存再
生部１６は、画像を再生する場合、保存した画像データを解凍して画像信号を復元し、表
示部４へ出力することによって再生する。　
　表示部４は、入力した画像信号に基づいた画像を表示する。
【００２０】
　次に、本実施の形態の内視鏡装置１００における通気孔の開閉についての構成を説明す
る。　
　通気孔１９は、内視鏡装置１００の本体部３の例えば側面板に設けられており、本体部
３の内部と外部とを連通する。この通気孔１９は、本体部３の内部と外部の空気の入れ替
え、或いは循環を可能にし、本体部３の内部における温度上昇を抑制する。しかし、内視
鏡装置１００の使用場所の状態、例えば粉塵又は水分等の多い使用場所においては、粉塵
又は水分等が通気孔１９を介して本体部３の内部に侵入することがある。そのため、本実
施の形態の内視鏡装置においては、内視鏡装置１００の使用場所の状態に応じ、操作者が
、通気孔１９、つまり扉２１の開閉を制御することによって、本体部３の内部への粉塵又
は水分等の侵入を軽減することができる構成になっている。
【００２１】
　操作者は、内視鏡装置１００の使用場所の状態に応じ、リモートコントローラ５に配置
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された開口量調整スイッチとしての開閉切り替えSW８を操作する。この開閉切り替えSW８
は、扉２１が開いた開状態、もしくは扉２１が閉じた閉状態の２つの状態を操作者が選択
するためのスイッチである。この開閉切り替えSW８は、操作者の操作によって選択された
状態を示す通気孔操作信号を出力する。
【００２２】
　出力された通気孔操作信号は、メイン制御部１８に入力される。メイン制御部１８は、
扉２１を開く開状態を示す通気孔操作信号が入力した場合、通気孔開閉制御部２０及び通
気孔状態表示部７へ、開制御信号を出力する。また、メイン制御部１８は、扉２１を閉じ
る閉状態を示す通気孔操作信号が入力した場合、通気孔開閉制御部２０及び通気孔状態表
示部７へ、閉制御信号を出力する。
【００２３】
　通気孔開閉制御部２０は、開制御信号が入力した場合、扉２１へ、通気孔１９を開く開
信号を出力する。また、通気孔開閉制御部２０は、閉制御信号が入力した場合、扉２１へ
、通気孔１９を閉じる閉信号を出力する。
【００２４】
　扉２１は、開信号が入力した場合、通気孔１９を開くように動作する。また、扉２１は
、閉信号が入力した場合、通気孔１９を覆い、閉じるように動作する。
【００２５】
　一方、通気孔状態表示部７は、通気孔１９が開いていることを示すLEDおよび通気孔１
９が閉じていることを示すLEDから構成される。通気孔状態表示部７は、開制御信号が入
力した場合、通気孔１９が開いていることを示すLEDを点灯させる。また、通気孔状態表
示部７は、閉制御信号が入力した場合、通気孔１９が閉じていることを示すLEDを点灯さ
せる。なお、通気孔状態表示部７は、例えば液晶表示装置等を用いて、通気孔１９の開閉
状態を表示するようにしても良いし、表示部４に同様の表示をするようにしても良い。さ
らに音声を用いて開閉状態を告知するようにしても良い。
【００２６】
　なお、開閉切り替えSW８、メイン制御部１８、通気孔開閉制御部２０、及び扉２１は、
開口量調整手段を構成する。
【００２７】
　続いて、本実施の形態の内視鏡装置１００における動作モードについての構成を以下に
説明する。　
　本実施の形態の内視鏡装置１００は、動作モードとして、通常観察モードと、機能制限
モードと、の二つのモードを有する。通常観察モードは、通常の内視鏡装置１００におけ
る観察を行うときの動作モードである。また、機能制限モードは、通気孔１９を閉じたと
きに、本体部３の内部の温度上昇を防ぐため内視鏡装置１００が有する機能を制限する動
作モードである。本実施の形態において制限される機能は、画像保存再生部１６であり、
制限されると、画像保存再生部１６は、停止、言い換えるとスリープ状態へ移行し、本体
部３の内部における発熱を抑制することができる。　
　外気温検出手段としての温度検出部２２は、本体部３の外部の空気の温度を検出するよ
うな位置に配置され、検出した温度に基づいて、メイン制御部１８へ外気温検出信号とし
ての温度検出信号を出力する。
【００２８】
　メイン制御部１８は、温度検出信号に基づいた所定の閾値を記憶している。この閾値は
、本体部３の外部の温度がどれくらいの値になると、本体部３の内部の温度が許容できな
い温度となるかを示す値である。メイン制御部１８は、入力した温度検出信号と、上述し
た閾値と、に基づいて、動作モードを判定する。温度検出信号が閾値未満の場合、メイン
制御部１８は、動作モード表示部６及び動作モード切替部１７へ、通常観察モード信号を
出力する。また、温度検出信号が閾値以上の場合、動作モード表示部６及び動作モード切
替部１７へ、機能制限モード信号を出力する。
【００２９】
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　通常観察モード信号が入力した動作モード切替部１７は、画像処理部１５から入力した
画像信号を、画像保存再生部１６へ出力する。このときの内視鏡装置１００の状態を通常
観察モードとする。
【００３０】
　対して、機能制限モード信号が入力した動作モード切替部１７は、画像処理部１５から
入力した画像信号を、画像保存再生部１６へ出力せず、表示部４へ出力する。また、動作
モード切替部１７は、画像保存再生部１６へ停止信号を出力する。停止信号が入力した画
像保存再生部１６は、機能を停止し、スリープ状態へ移行する。このときの内視鏡装置１
００の状態を機能制限モードとする。
【００３１】
　一方、動作モード表示部６は、通常観察モードであることを示すLED、及び機能制限モ
ードであることを示すLEDから構成される。動作モード表示部６は、通常観察モード信号
が入力した場合、通常観察モードであることを示すLEDを点灯させる。また、動作モード
表示部６は、機能制限モード信号が入力した場合、機能制限モードであることを示すLED
を点灯させる。なお、動作モード表示部６は、例えば液晶表示装置等を用いて、動作モー
ドを表示するようにしても良い。また、音声を用いて動作モードを告知するようにしても
良い。
【００３２】
　なお、動作モード切替部１７、メイン制御部１８、及び温度検出部２２は、機能制限手
段を構成する。
【００３３】
　以上のように構成された内視鏡装置１００の動作を以下に説明する。　
　図２は内視鏡装置１００における通気孔１９の開閉及び動作モードの切り替えに関する
処理の流れの例を示すフローチャートである。　
　以下の処理は、メイン制御部１８が行うものである。また、以下の処理は、開閉切り替
えSW８が切り替えられたとき、つまり、通気孔操作信号の出力が変化したときに始まるも
のである。
【００３４】
　まず、メイン制御部１８は、入力された通気孔操作信号の判定を行う（ステップS１１
）。通気孔操作信号が扉２１を閉じることを示す信号の場合、メイン制御部１８は、通気
孔状態表示部７及び通気孔開閉制御部２０へ、閉制御信号を出力する（ステップS１２）
。通気孔操作信号が扉２１を開くことを示す信号の場合、処理は、ステップS１５へ移行
する。
【００３５】
　次に、メイン制御部１８は、入力している温度検出信号と、予め記憶している所定の閾
値とを比較することによって、観察モードを切り替えるかどうか判定を行う。（ステップ
S１３）。温度検出信号が閾値以上の場合、ステップS１４へ移行し、メイン制御部１８は
、動作モード表示部６及び動作モード切替部１７へ、機能制限モード信号を出力する。温
度検出信号が閾値未満の場合、処理は終了し、再び通気孔操作信号の変化を監視する。
【００３６】
　そして、処理は終了し、再び通気孔操作信号の変化を監視する。
【００３７】
　一方、通気孔操作信号が扉２１を開くことを示す信号の場合、メイン制御部１８は、通
気孔状態表示部７及び通気孔開閉制御部２０へ、開制御信号を出力する（ステップS１５
）。
【００３８】
　次に、メイン制御部１８は、現在の動作モードの判定を行う（ステップS１６）。動作
モードが機能制限モードの場合、ステップS１７へ移行し、メイン制御部１８は、動作モ
ード表示部６及び動作モード切替部１７へ、通常観察モード信号を出力する。動作モード
が通常観察モード信号の場合、処理は終了し、再び通気孔操作信号の変化を監視する。
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【００３９】
　そして、処理は終了し、引き続き開閉切り替えSW８からの通気孔操作信号の出力の変化
を監視する。なお、ステップＳ１２、ステップＳ１４、ステップＳ１５、及びステップＳ
１７は、告知手段を構成する。
【００４０】
　以上の構成により、操作者が、内視鏡装置１００を使用する場所の粉塵又は水分等の量
に応じて、通気孔１９を自由に開閉することができ、本体部３の内部へ侵入する粉塵又は
水分等の量を可能な限り軽減することができる。さらに、本実施の形態の内視鏡装置は、
通気孔１９を閉じたときに、内視鏡装置１００が有する所定の機能を停止状態にすること
によって、本体部３の内部の温度上昇を抑制することができる。
【００４１】
　（第２の実施の形態）　
　以下に、第２の実施の形態における内視鏡装置について図３及び図４を用いて説明する
。　
　本実施の形態の内視鏡装置は、第１の実施の形態の内視鏡装置と同一の構成要素を含ん
でいるため、同じ構成要素には同じ符号を用い、説明は省略する。
【００４２】
　本実施の形態の内視鏡装置は、装置本体の外部における粉塵の量を検出し、その粉塵の
量に応じて、通気孔の開閉を行うものである。また、本実施の形態の内視鏡装置は、第１
の実施の形態と同様に、通気孔を閉めた場合、内視鏡装置が有する所定の機能を停止状態
にすることによって、装置内部における温度上昇を防止する。
【００４３】
　図２は第２の実施の形態に係る内視鏡装置の概略的なブロック構成図である。　
　図２に示すように、内視鏡装置２００は、第１の実施の形態の内視鏡装置１００に加え
て粉塵検出手段としての粉塵検出部２３を含んで構成され、開閉切り替えSW８が省略され
た構成である。
【００４４】
　この粉塵検出部２３は、装置本体の外部における粉塵の量を検出できるような位置に配
置される。また粉塵検出部２３は、検出した粉塵の量に基づいて、メイン制御部１８へ粉
塵検出信号を出力する。
【００４５】
　メイン制御部１８は、粉塵検出信号がどのくらいの値になった場合に通気孔１９を閉じ
るかという閾値を予め記憶している。メイン制御部１８は、入力した粉塵検出信号と、閾
値とに基づいて、扉２１の開閉をすべきかどうかの判定を行う。メイン制御部１８は、粉
塵検出信号が閾値未満の場合、扉２１を開けることを示す開制御信号、粉塵検出信号が閾
値以上の場合、扉２１を閉じることを示す閉制御信号を、それぞれ動作モード表示部６及
び動作モード切替部１７へ出力する。
【００４６】
　なお、メイン制御部１８、通気孔開閉制御部２０、及び扉２１は、開口量調整手段を構
成する。また、第１の実施の形態と同様に、動作モード切替部１７、メイン制御部１８、
及び温度検出部２２は、機能制限手段を構成する。
【００４７】
　以上のように構成された内視鏡装置２００の動作を以下に説明する。　
　図２は内視鏡装置２００における通気孔１９の開閉及び動作モードの切り替えに関する
処理の流れの例を示すフローチャートである。　
　以下の処理は、メイン制御部１８が行うものである。また、以下の処理は、内視鏡装置
２００の電源がオンにされると、常に実行されるものである。さらに、以下の説明におい
て、処理は、内視鏡装置１００が通常観察モードにおいて、通気孔１９が開いた状態にお
いて始まるものとする。
【００４８】
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　まず、メイン制御部１８は、粉塵検出信号の判定を行う（ステップS２１）。粉塵検出
信号が閾値以上である場合、処理は、ステップS２２へ移行する。粉塵検出信号が閾値未
満である場合、処理は、ステップS２７へ移行する。
【００４９】
　粉塵検出信号が閾値以上である場合、メイン制御部１８は、通気孔１９の開閉状態を判
定する（ステップS２２）。つまり、メイン制御部１８は、開制御信号が出力されている
か、もしくは閉制御信号が出力されているかを判定する。通気孔１９が開いている場合、
メイン制御部１８は、通気孔状態表示部７及び通気孔開閉制御部２０へ、閉制御信号を出
力する（ステップS２３）。通気孔１９が閉じている場合は、処理は、ステップＳ２４へ
移行する。
【００５０】
　次に、メイン制御部１８は、入力している温度検出信号と、予め記憶している所定の閾
値とを比較することによって、動作モードを切り替えるかどうか判定を行う。（ステップ
S２４）。温度検出信号が閾値以上の場合、メイン制御部１８は、動作モードの判定を行
う（ステップＳ２５）。つまり、メイン制御部１８は、通常観察モード信号が出力されて
いるか、もしくは機能制限モード信号が出力されているかを判定する。動作モードが通常
観察モードである場合、処理は、ステップＳ２６へ移行する。動作モードが機能制限モー
ドである場合、処理は終了し、引き続き粉塵検出信号の監視を行う。温度検出信号が閾値
未満の場合、処理は、ステップＳ２９へ移行する。　
　動作モードが通常観察モードである場合、メイン制御部１８は、動作モード表示部６及
び動作モード切替部１７へ、機能制限モード信号を出力する（ステップS２６）。
【００５１】
　一方、粉塵検出信号が閾値未満である場合、メイン制御部１８は、通気孔１９の開閉状
態を判定する（ステップS２７）。通気孔１９が閉じている場合、メイン制御部１８は、
通気孔状態表示部７及び通気孔開閉制御部２０へ、開制御信号を出力する（ステップS２
８）。通気孔１９が開いている場合、処理は、ステップＳ２９へ移行する。
【００５２】
　次に、メイン制御部１８は、現在の動作モードの判定を行う（ステップS２９）。動作
モードが機能制限モードの場合、メイン制御部１８は、動作モード表示部６及び動作モー
ド切替部１７へ、通常観察モード信号を出力する（ステップS３０）。動作モードが通常
観察モード信号の場合、処理は終了し、引き続き粉塵検出信号の監視を行う。
【００５３】
　そして、処理は終了し、引き続き粉塵検出信号の監視を行う。なお、ステップＳ２３、
ステップＳ２６、ステップＳ２８、及びステップ３０は、告知手段を構成する。
【００５４】
　以上の構成により、内視鏡装置２００は、本体部３の外部における粉塵の量を粉塵検出
部２３によって検出し、検出した粉塵の量に応じて、通気孔１９の開閉を行うことができ
る。さらに、内視鏡装置２００は、通気孔１９を閉めた場合、本体部３の外部の温度を温
度検出部２２により検出し、検出した温度に応じて、画像保存再生部１６を停止状態にす
ることによって、本体部３の内部における温度上昇を防止することができる。
【００５５】
　なお、本実施の形態において、粉塵の量に基づいて通気孔１９の開閉を行うだけではな
く、湿度センサ、電磁波検出器、ガスセンサ等によって装置外部の環境変化を検出して、
通気孔１９の開閉を行うようにしても良い。
【００５６】
　（第３の実施の形態）　
　以下に、第３の実施の形態における内視鏡装置について図５を用いて説明する。　
　本実施の形態の内視鏡装置は、第１の実施の形態における内視鏡装置１００と同一の構
成要素を含んでいるため、同じ構成要素には同じ符号を用い、説明は省略する。
【００５７】
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　図５は、第３の実施の形態に係る内視鏡装置の概略的なブロック構成図である。　
　図５に示すように、内視鏡装置３００は、第１の実施の形態の内視鏡装置１００の動作
モード表示部６と、動作モード切替部１７とを省略した構成である。
【００５８】
　本実施の形態の内視鏡装置３００は、操作者が扉２１を閉じるような操作を行ったとし
ても、入力した温度検出信号が予め記憶している閾値以上であった場合、制御部としての
メイン制御部１８は、表示部４に扉２１を閉じることができない旨を表示するような制御
信号を、画像処理部１５へ出力する。つまり、本体部３の外部の気温が高い場合、扉２１
は、閉じることがない。
【００５９】
　以上のような構成により、本実施の形態の内視鏡装置３００は、本体部３の外部の温度
が閾値以上のときは、通気孔１９を閉じないことにより、本体部３の内部の温度上昇を抑
制することができる。また、内視鏡装置３００は、構成要素が少ないため、装置のコスト
の削減が可能である。
【００６０】
　（第４の実施の形態）　
　以下に第４の実施の形態について説明する。　
　本実施の形態の内視鏡装置は、機能制限モードにおいて、装置本体外部の温度に応じて
制限する機能の数を段階的に変えることを特徴とする。　
　本実施の形態における内視鏡装置は、第１の実施の形態と同様の構成であり、同じ構成
要素には同じ符号を用い、説明は省略する。また、以下には、内視鏡装置の機能制限モー
ドに係る構成についてのみ説明する。
【００６１】
　本実施の形態の内視鏡装置が機能制限モードに移行した場合、動作モード切替部１７は
、温度検出信号に応じて画像保存再生部１６と、LED駆動部１４とに停止信号を出力する
。また、メイン制御部１８は、温度検出信号が示す温度に関する閾値１と、閾値１より高
い温度を示す閾値２とを記憶している。
【００６２】
　温度検出部２２から入力する温度検出信号が、閾値１未満の場合、内視鏡装置は、機能
制限モードへ移行しない。温度検出信号が閾値１以上、閾値２未満の場合、内視鏡装置は
、機能制限モードに移行し、動作モード切替部１７は、画像保存再生部１６へ停止信号を
出力する。温度検出信号が閾値２以上の場合、動作モード切替部１７は、画像保存再生部
１６及びLED駆動部１４へ停止信号を出力する。
【００６３】
　以上のような構成により、本実施の形態の内視鏡装置は、本体部３の外部の温度に応じ
て、制限する機能の数を変えることができる。その結果、本実施の形態の内視鏡装置は、
本体部３の外部の温度に細かく対応して、本体部３の内部の温度上昇を抑制することがで
きる。
【００６４】
　なお、機能制限モードにおいて制限する機能の数は、二つ以上でも良い。この場合、制
限する機能は、内視鏡装置による観察に支障が無い機能から段階的に停止していく。
【００６５】
　また、段階的に停止する機能は、一つずつでなくとも良い。つまり、機能制限モードに
おいて制限する機能は、複数の機能の組み合わせでも良い。この場合、本体部３の外部の
気温により細かく対応して機能を制限することができる。
【００６６】
　さらに、機能制限モードにおいては、機能を停止するのではなく、機能を抑制するよう
な制限をしても良い。例えば、機能制限モードにおいて、システム制御部１８は、LED１
０の光量を最大光量の半分に抑制するような制限信号をLED駆動部１４へ出力しても良い
。
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【００６７】
　（第５の実施の形態）　
　以下に第５の実施の形態について説明する。　
　本実施の形態の内視鏡装置は、通気孔の開口量を装置本体外部の粉塵等の量に応じて、
細かく制御することができるようにしたものである。　
　本実施の形態における内視鏡装置は、第１の実施の形態と同様の構成であり、同じ構成
要素には同じ符号を用い、説明は省略する。また、以下には、通気孔１９の開閉に係る構
成についてのみ説明する。
【００６８】
　本実施の形態の開閉切り替えSW８は、扉２１の開口量を細かく選択することができる、
例えばダイアルなどを含んで構成される。操作者は、この開閉切り替えSW８を用いて、例
えば、扉２１が開いた状態を１００％とした開口量を選択できるようになっている。開閉
切り替えSW８は、選択された開口量を示す通気孔操作信号を出力する。
【００６９】
　出力された通気孔操作信号は、メイン制御部１８に入力する。メイン制御部１８は、入
力した通気孔操作信号に基づいて、通気孔開閉制御部２０へ開口量を示す通気孔制御信号
を出力する。また、同時に、メイン制御部１８は、入力した通気孔操作信号に基づいて、
通気孔状態表示部７へ開口量を示す通気孔状態表示信号を出力する。
【００７０】
　通気孔開閉制御部２０は、入力した通気孔制御信号が示す開口量だけ扉２１を開く開閉
信号を出力する。扉２１は、入力した開閉信号が示す開口量だけ扉２１を開く。図６は本
実施の形態における扉２１の概略図である。図６の上の図は、扉２１が１００％開口した
状態である。図６の中央の図は、扉２１が５０％開口した状態である。図６の下の図は、
扉２１が０％開口、つまり扉２１が閉じた状態の図である。図６に示すように、扉２１は
、二つの板部材２１a及び板部材２１bの同じ場所に複数の孔を開け、それぞれを重ねた構
造である。扉２１は、板部材２１aがスライドすることにより開閉を行う。なお、扉２１
は、上述の構造に限らず、通気孔１９を開閉することができればどのような構造でも構わ
ない。
【００７１】
　一方、通気孔状態表示部７は、液晶表示装置を含んで構成され、入力した通気孔状態表
示信号が示す通気孔１９の開口量を表示する。　
　なお、通気孔状態表示部７は、例えばLED等の発光素子を用いて通気孔１９の開口量を
表示するようにしても良い。また、音声を用いて通気孔１９の開口量を告知するようにし
ても良い。
【００７２】
　以上の構成により、本体部３の外部の環境、例えば野外で使用する際に通気孔の開口量
を容易に調整できるので、本体部３の内部へ粉塵、湿気、可燃性ガス、又は電磁波等の侵
入を軽減することができる。
【００７３】
　なお、本実施の形態において、第２の実施の形態と同様に粉塵検出部２３を含んで構成
しても良い。この場合、粉塵検出信号に応じて通気孔１９の開口量を変化させる。また、
水分センサ等を含んで構成しても良く、検出した水分量に応じて通気孔１９の開口量を変
化させるようにしても良い。
【００７４】
　以上説明したように、実施の形態における内視鏡装置は、本体部３の外部の粉塵又は水
分等の量に応じて、通気孔１９の開口量を調整することができる。また、内視鏡装置は、
通気孔１９を閉じたときには、内視鏡装置が有する機能の一部を停止させることによって
、本体部３の内部における温度上昇を抑制することができる。
【００７５】
　なお、実施の形態において、動作モード表示部６、通気孔状態表示部７、及び開閉切り
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替えスイッチ８は、リモートコントローラ５以外の場所に配置されても良い。
【００７６】
　また、実施の形態において、動作モード切替部１７、及び通気孔開閉制御部２０の動作
は、メイン制御部１８が行うように構成されても良い。
【００７７】
　さらに、実施の形態において、LED１０、撮像素子１１、及び対物光学系１２は、挿入
部２の先端部に配置されなくても、例えばライトガイドファイバ等を用いて本体部３に配
置しても良い。
【００７８】
　なお、実施の形態において、本体部３は、複数の通気孔を具備しても良い。その場合、
それぞれの通気孔に、扉を配置して、通気孔の開口量を調整できるようにすることにより
、本体部３の内部の温度上昇の抑制が効率よく行える。
【００７９】
　なお、本発明は前述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変更し
ない程度に改変が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】第１の実施の形態に係る、内視鏡装置１００の概略構成のブロック図である。
【図２】第１の実施の形態に係る、通気孔１９の開閉及び動作モードの切り替えに関する
処理の流れを示すフローチャートである。
【図３】第２の実施の形態に係る、内視鏡装置２００の概略構成のブロック図である。
【図４】第２の実施の形態に係る、通気孔１９の開閉及び動作モードの切り替えに関する
処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】第３の実施の形態に係る、内視鏡装置３００の概略構成のブロック図である。
【図６】第５の実施の形態に係る、扉２１の概略図である。
【符号の説明】
【００８１】
　２　　挿入部、３　　本体部、９　　湾曲部、１９　通気孔、２１　扉
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